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議案第４号 

印西市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関

する法律に基づく個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例

の一部を改正する条例の制定について 

 印西市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する

法律に基づく個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例の一部を改

正する条例を次のように制定する。 

  令和７年２月１７日提出 

                   印西市長  藤 代  健 吾 

 

 

 

 

 

   印西市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関

する法律に基づく個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例

の一部を改正する条例 

 印西市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する

法律に基づく個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例（平成２７

年条例第３５号）の一部を次のように改正する。 

 第２条第２号中「法第２条第８項」を「法第２条第９項」に、同条第３号中

「法第２条第１２項」を「法第２条第１３項」に、同条第４号中「法第２条第

１４項」を「法第２条第１５項」に改める。 

   附 則 

 この条例は、令和７年４月１日から施行する。 

 



２ 
 

議案第４号審議資料 
 

   印西市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関

する法律に基づく個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例

（平成２７年条例第３５号）の一部を改正する条例の制定について 

 

１ 改正の要旨 

  引用する法の条項の整合を図るもの 

 

２ 改正の理由 

  情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに

行政運営の簡素化及び効率化を図るためのデジタル社会形成基本法等の一部

を改正する法律（令和６年法律第４６号）の成立に伴い、行政手続における特

定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律（平成２５年法律第２７

号）の一部が改正されることに伴うもの 

 

３ 施行期日等 

  令和７年４月１日 

 

４ 新旧対照表 

新  旧  

第１条  （略）  第１条  （略）  

 （定義）   （定義）  

第２条  この条例において、次の各号

に掲げる用語の意義は、それぞれ当

該各号に定めるところによる。  

第２条  この条例において、次の各号

に掲げる用語の意義は、それぞれ当

該各号に定めるところによる。  

(1) （略）  

(2)  特 定 個 人 情 報  法 第 ２ 条 第 ９

項 に 規 定 す る 特 定 個 人 情 報 を い

う。  

(3)  個 人 番 号 利 用 事 務 実 施 者  法

第２条第 13項に規定する個人番号

利用事務実施者をいう。  

(4)  情 報 提 供 ネ ッ ト ワ ー ク シ ス テ

ム  法第２条第 15項に規定する情

報提供ネットワークシステムをい

う。  

(5)及び (6)  （略）  

(1) （略）  

(2)  特 定 個 人 情 報  法 第 ２ 条 第 ８

項 に 規 定 す る 特 定 個 人 情 報 を い

う。  

(3)  個 人 番 号 利 用 事 務 実 施 者  法

第２条第 12項に規定する個人番号

利用事務実施者をいう。  

(4)  情 報 提 供 ネ ッ ト ワ ー ク シ ス テ

ム  法第２条第 14項に規定する情

報提供ネットワークシステムをい

う。  

(5)及び (6)  （略）  

以下  （略）  以下  （略）    
   附  則  

この条例は、令和７年４月１日から

施行する。  

 

  
 


